
令和５年度宇都宮市障がい者優先調達推進方針 

令和５年７月１３日 

１ 趣旨 

  「障害者優先調達推進法」第９条の規定に基づき，障がい者就労施設等から

の物品等の調達の推進を図るための方針を定め，本市における障がい者優先

調達の一層の推進を図る。この取組は，障がい者の工賃向上に寄与するもので

ある。 

 

２ 適用範囲 

  本方針は，市の全ての部局及び市が管理・運営に関する経費（補助金及び交

付金，負担金）を支出しており，市組織内に事務局のある実行委員会や各種協

議会等の団体に適用する。 

 

３ 調達の対象となる障がい者就労施設等 

  調達の対象となる障がい者就労施設等は，次のとおりとする。 

（１） 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に

基づく事業所等 

   ア 就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所 

   イ 就労移行支援事業所 

   ウ 生活介護事業所 

   エ 障害者支援施設（入所施設） 

   オ 地域活動支援センター 

 （２）「障害者優先調達推進法」の政令に基づく事業所 

   ア 「障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」と

いう。）」に基づく子会社の事業所（特例子会社） 

   イ 重度障害者多数雇用事業所（※） 

（※）重度障害者多数雇用事業所の要件（次の①～③の要件をすべて満たす事業所）  

    ① 障がい者の雇用者数が５人以上 

    ② 障がい者の割合が従業員の２０％以上 

③ 雇用障がい者に占める重度身体障がい者，知的障がい者及び精神 

障がい者の割合が３０％以上 

 （３）「障害者雇用促進法」に基づく在宅就業障がい者等 

   ア 在宅就業障がい者（自宅等において物品の製造，役務の提供等の業務

を自ら行う障がい者） 

   イ 在宅就業支援団体（在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う

団体） 

 

４ 調達の対象となる物品・役務 

  調達の対象となる物品・役務は，次のとおりとする。 

 （１）物品 

   ア 事務用品・書籍（筆記具，用紙，封筒等） 

   イ 食料品・飲料品（パン，弁当，菓子類，野菜等） 

   ウ 小物雑貨（身の回りの品，刺繍品，各種記念品等） 

   エ その他の物品（机，寝具，プランター等上記以外の物品） 



 （２）役務 

   ア 印刷（チラシ，冊子，名刺等の印刷）  

   イ クリーニング（衣類等の洗濯，ゲーム機器やＣＤ等の研磨等） 

   ウ 清掃・施設管理（清掃，除草作業，施設管理，自動販売機管理等） 

   エ 情報処理・テープ起こし（ホームページ作成，データ入力・集計等） 

   オ 飲食店等の運営（売店，レストラン，喫茶店等の運営） 

   カ その他のサービス・役務（袋詰・包装・梱包，シール貼り等上記以外

の役務） 

 

５ 調達の推進方法 

各部局との連携・協力のもと，庁内一丸となって，優先調達を積極的に取

り組んでいく。 

【製品・役務情報の提供】（新規・拡充） 

・ 「障がい者支援施設等の製品・役務カタログ」の作成・配布に加え，

今年度から，電子カタログ化することにより，検索性の向上を図り，利

用度アップを図る。（新規） 

・ 近年，障がい者施設で受注できる業務の幅が，役務を中心に拡大して

いるため，実例を紹介しながら積極的に周知する。（拡充） 

 

【積極的な購入・委託の推進】（拡充・継続） 

・ ＬＲＴ開業に合わせ，関連グッズ等の製作について，関係部局に対し

優先調達を積極的に呼びかけるとともに，障がい者施設が受注可能な物

品を提案することで案件獲得を目指す。（拡充） 

・ 各種イベントにおける啓発物品やスタッフ用弁当など過去に実績があ

った案件について，直接調達元に働きかけ，各部局推進員の協力を得な

がら獲得を図る。（継続） 

・ ＩＣＴ分野やウィンドウサイン等，障がい者施設で受注可能な新分野

の業務内容について，優先調達ホットライン等を活用して受注できるよ

う働きかけを行う。（継続） 

 

６ 調達方針及び調達実績の公表 

市ホームページにより公表する。なお，調達実績については，会計年度終了

後，概要を取りまとめ，公表する。 

   

７ 令和５年度の調達目標 

 ・ 公費で直接発注するもの         ２４，４００千円 

 ・ 本市が事務局を担う実行委員会や各種協議会等で発注するもの 

３，２００千円 

 

＜参考＞過去５年間の平均工賃月額（就労継続支援Ｂ型） 

年度 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

平均工賃月額 17,381円 18,433円 16,703円 17,479円 17,895円 


